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法助動詞の発達の普遍性と個別性：

英語・日本語・韓国語の対照に基づいて

守屋哲治

UniversalitWmdVariaⅢityofModalAuxiliaryDevelopment：

AContrastiveStudyofEnglish,JapmeseⅢdKorean

TｂｔｓｕｈａｍＭＯｍＹＡ

１．はじめに

Must,ｍａＸｃａｎなどの英語の法助動詞は、必

要性・義務・許可・推量といった主観的な態度

を表す役割を持っている：

れ由来する。

このような英語の本動詞から助動詞への発達

は、文法化(grammaticalization)の典型的な例で

ある。文法化とは語彙的な要素が文法的な要素

へと変化していくプロセスのことであり、文法

化という用語はMeillet(1912)によって最初に使

用されたと考えられている：

(1)a,Consumerlawsm"s/beextendedtoprotect

ourlaws．（Ａｌ7)l

bTheobserverissu1℃thathismemolymz4Fjbe

wrong.（A68）

ｃ・maxpolicymDhaveaprofbundeHbcton

thoseonlowincome.（ＡＢＵ）

。､Ｙｏｕ腕CJD′notbeheretomorrow.（AOL）

(2)WhereasanaIogymayrenewfbrmsindetaiL

usuallyleavingtheoverallplanofthesystem

intact,ｔｈｅ‘gramamticalization，ofcertainwords

createsnewfbrmsandintroducescategories

whichhadnolinguisticexpression,transfbrming

thesystemasawhole・

Meillet(1912:133）

(1a)のｍｕｓｔは必要性、（1b,ｃ)のｍｕｓｔおよび

ｍａｙは推量、（1.)のｍａｙは否定と共に用いられ

ることで禁止の意味を表している。

このように、法助動詞は「何がどうした」と

いう主述関係によって表される命題的意味その

ものではなく、その命題内容に対する、典型的

には話者の心的態度を表すという点で主観的な

意味を表している。

機能的要素である英語の法助動詞は、語彙的

要素である本動詞に起源を発している。mustは

tobeable,tobepermittedの意味を持つ古英語の

動詞motanに由来しており、ｍａｙはbeableの意

味を持つ古英語の動詞maganに、そしてcanは

knowを意味する古英語の動詞cunnanにそれぞ

文法化は、HopperandTraugott(2003),Heineet

aL（1991)といった研究に代表されるように、最

近の認知言語学において特に注目されるように

なっている。それは、文法化のプロセスによっ

て示される言語の`性質が、ソシュール以降生成

文法の時代まで受け継がれてきた、構造主義的

言語観に対する重要なアンチテーゼとなると考

えられているからである。Heineetal.（1991：］）

はソシュール以降の文法モデルはいずれも次の

ような信条に依拠していると主張している：

平成１９年１０月１日受理
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つかってしまうことになる。どこまでが人間の

認知様式からくる制約であり、どの部分に個別

言語による変数が関与してくるのかを考えるこ

とは、認知言語学が単なる解釈論に終始するの

ではなく、人間の言語能力を説明する理論を目

指すのであれば必要不可欠な点である。

このような議論に基づいて、次に、文法化に

よって客観的表現が主観的表現へと変化してい

く過程が、個別言語状況に応じてその具現の仕

方がどのように異なるかという点について考察

する。英語と日本語では法助動詞の成り立ちが

かなり異なるため、主観化のプロセスが異なっ

てくるのも自然なこととも考えられる。しかし、

成り立ちがきわめて類似していると考えられる

日本語と韓国語の間ですら、データを詳しく観

察すると主観化のプロセスに違いが存在するこ

とがわかる。これは、認知的基盤から生じる言

語の枠というものの中で、多様`性を生じさせる

要因がどのようなものであるかを考える上で興

味深い事実を提示してくれる。

本稿の構成は以下の通りである。２節では、

英語の助動詞の発達およびそれに伴う意味変化

に関する考察を、具体的な法助動詞の発達を例

に挙げながら行う。次に３節では、日本語の法

助動詞の発達および意味変化の特徴を英語と対

比しながら概観し、英語において観察される意

味変化の方向性が日本語の場合には当てはまら

ない点が多いことを指摘する。さらに４節では

日本語の法助動詞と韓国語の法助動詞を比較・

対照し、体系としては非常に類似点が多いこと

を確認する。５節では意味の主観化という観点

から英語･日本語･韓国語の法助動詞を比較し、

個別言語的な要因が、主観化の具現化にどのよ

うな影響を与えているかを考察していく。６節

で本稿の議論のまとめを行う。

(3)aLinguisticdescriptionmustbestrictly

synchroniC

hTherelationshipbetweenfbnnandmeaning

isarbitraly．

ｃ、Alinguisticfbrmhasonlyonefilnctionor

meanlng．

これに対して、文法化は語彙的要素が通時的に

文法的要素へと変化していく過程をたどり、か

つ共時的体系における通時的変化の反映を考察

するといった点で、通時的な側面と共時的側面

の両方に関わっている。また、ある語彙的要素

が文法化するのには、何らかの動機付け

（motivation）が関与しているが、文法化の研究

においてはこのような動機付けの解明も重要な

要素になっている。この点で言語の恋意`性より

は有契`性を重視する立場だといえる。このよう

に文法化が注目されている理由のひとつとして、

生成文法的な言語観を問いただす重要なデータ

を提示してくれるということがある。２．３

しかし、このような認知言語学的枠組みの中

で行われている研究においても、生成文法にお

けるのと同じような方法論的問題点が往々|こし

て見受けられる。それは、英語をはじめとした

欧米の言語データ観察に基づいて得られる一般

化から、人間の認知機構に由来する人間言語の

普遍的』性質を導こうとするという点である。こ

のようなやり方で得られた一般化は日本語など

欧米の言語には当てはまりにくい場合が多い。

このような場合でも追加仮説を加えることに

よって強引にその一般化の有効性を主張する場

合も見受けられる。このような特徴がはっきり

現れているのが法助動詞に関する研究である。

本論文では第一に、英語など欧米の諸言語の

データを中心として立てられた法助動詞の意味

変化に関する一般化が日本語や韓国語にはその

ままの形ではあてはまらないことを示す。人間

の認知機構によって言語が条件づけられている

と考える場合に、個別言語による多様性を考慮

せずに論証をすすめても結局、すぐに反例にぶ

２英語法助動詞の発達

英語の法助動詞の研究では、義務や許可など

の義務的意味(deontic/rootmeamngあるいは

agent-orientedmeamng)から推量などの認識
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的意味(epistemicmeamng)への発達が特に注

目されており、この変化の方向性が人間の認知

機構の性質に由来していると主張されることが

ある：

く義務の意味を表すようになった。

Mustは"beable,bepermitted"の意味を表すＯＥ

の過去現在動詞mot-に由来する。但し、能力を

表す用法よりも許可を表す用法のほうが優勢

だったようである。そして、ＯＥの後期になっ

て義務の意味が生じてきたのだが、許可の意味

から義務の意味への拡張の契機のひとつと考え

られるのが以下の文が用いられる状況である：

(4)Thereisstronghistorical，sociolinguistic,and

sycholinguisticevidencefbrviewingthe

epistemicuseofmodalsasanextensionofa

morebasicrootmeaning,ratherthanviewingthe

rootsenseasanextensionofepistemicone，ｏｒ

ｂｏｔｈａｓｓｕｂｓｅｔｓｏｆｓｏｍｅｍｏｒｅｇｅｎｅｌaI

superordinatesense

Sweetser0990:49-50）

(5)Itisclearthattheepistemicsensesdeveloplater

than，andoutoftheagentorientedsenses・Ｉｎ

ｆａｃｔ，fbrtheEnglishmodals，wherethecaseis

bestdocumented，ｔｈｅｅｐｉｓｔｅｍｉｃｕｓｅｓｄｏｎｏｔ

ｂｅｃｏｍｅｃｏｍmonunti1quitelate・

Bybeeetal.(1994:195）

(6)肋杣α/jgl1esre"‘ａ９ｇ；〃emos'

ＩｔｉｓｈｏｌｙｒｅｓｔｄａｙＮＥＧｍａｙ/can/ｍｕｓｔ

６ＭｓＭｊｇｚＪ"ｐｊ"e6e肋咽巴・

ｔｈｏｕｍｏｖｅｔｈｅｙｂｅｄ

“ThisisaholylCs-day;ｙｏｕmay/ｍｕｓｔｎｏｔｍｏｖｅ

ｙｏｕｒｂｅｄ，，

（Ooosensl987:33）

この文では否定が用いられていることから"not

permittedto"の意味が“obligedtonot"と実質的

に同じことを表している。つまり「ベッドを動

かす事が許されていない」ということは「ベッ

ドを動かしてはいけない（＝動かさない義務が

ある)」ということとほとんど違わない。また、

「許可」を与える側が神や法王など絶対的権力

を持っているような場合には、実質的にその行

為を行わない選択肢がないという状況が生じ

る：

上の二つの引用はいずれもかなり強い主張をし

ている。(5)では義務的意味から認識的意味への

拡張は「はっきりとした」ことであり、英語に

おいてその拡張が一番明確に裏付けられるとい

う述べ方をしていることから、このような拡張

を普遍的と考えていると思われる。

そこで、このような主張の根拠となっている

英語法助動詞の歴史的発達の具体例を主として

TraugottandDasher（2002:ＣＭ)の記述に基づい

て見ていく。

現代英語(ＭｏｄＥ)におけるmustの義務的意味

と認識的意味の用法は頻度的にはほぼ拮抗して

いる｡CoatesO983:24)によれば､現代英語のデー

タベースを調査した結果では義務的意味が53％

なのに対して認識的意味が47％とのことである。

それに対して、およそ紀元７００年頃から1100

年頃までの古英語(OE)においては状況がかなり

異なっている。まず、統語的にはmustは本動詞

であり、意味的には、ＯＥの初期ではもっぱら

能力や許可を表し、ＯＥの後期になってようや

(7)ｓｗａＡＪノaﾖzlendumpqmp'１eosmm

sothenadvisingthosepriestｓ

ｓｅｐｃｗｇｅｐｑ/bdbpa9rEmzj辻msmos妃

thepopegrantedthatEquitiusshould

beongekQMZDHbmeLりろ正暮

ｂｅｂｒｏｕｇｈｔｔｏＲｏｍｅ．

“sothenthepopegrantedtothosepriestlyadvisors

thatEquitiusshouldbebroughttoRome.，,

Warner(]993:161）

可能の意味から義務の意味が生じる道筋には、

ここに示したようにいくつかの可能性が存在す
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るが、いずれにせよ、可能の意味と義務の意味

とが推論関係によって結びつけられるような文

脈で拡張が起こっているといえる。

義務の意味から推量の意味に拡張が起きた文

脈について、TIaugottandDasher(2002)では以下

のような場合を挙げている：

ｂその語が用いられている文脈から推定され

る意味のほうに解釈が傾くような場合を契機と

して意味が変化していくことを詳細な通時的

データをもとにして示している。いわば、文を

解釈する際の推論がこのような意味変化の鍵を

握っていると考えている訳である。

それに対して、Sweetser（1990)は、推論では

なく、メタファーが法助動詞の意味変化の重要

な仕組みであると主張している。彼女は､Tnlmy

(1988)の力動性(fbrcedynamics)の概念を用いて

法助動詞の意味を説明しようとする。力動性と

は事象に参加する個体同士の問でどのような力

のやりとりが存在するかということに関するス

キーマ（経験を抽象化あるいは一般化してとら

えた認知枠）である。Mustに関して、Sweetser

(1990:6])では、（10)のような例文を用いてメタ

ファーによる意味の拡張を主張している：

(8)ａ､動作主が明示されていない非人称主語構

文が条件節に出てくることによって、義

務の概念が暖昧化し、推量に解釈される

場合

ｂ､未来に果たす義務の必然性が強調されて

いることによりそれが現在にも当てはま

るのではないかという推論が行われる場

合

ｃ,一般的に課せられる義務が推量にも解釈

される場合

この中でTTaugottandDasher(2002)は特に３番目

の要因が鍵であると主張している。この３番目

の例が(9)である：

(10)a,YOMms'comehomebyten.(Momsaidso.）

“Thedirectfbrce（ｏｆＭｏｍ，sauthority）

ｃｏｍｐｅｌｓｙｏｕｔｏｃｏｍｅｈｏｍｅｂｙｔｅｎ.，，

(9)肋ﾉﾉewemojo"swe"α"、

Ａｌｌｗｅｍｕｓｔｄｉｅ

“Wemustalldie.，，

ｂＹＯｕｍ"slhavebeenhomelastnight．

“Theavailable(direct)evidencecompelsme

totheconclusionthatyouwerehome.，,

WamerO993:162）

Mustが義務的用法で用いられている(lOa)では、

母親の持つ権威の「力」があたかも物理的力の

ように振る舞っているのに対して、mustが推量

の意味で用いられている(lOb)ではこのような

力動的関係が認知的領域に拡大された結果、外

的な状況･証拠などを｢力」を持つ主体として、

概念化者にたいしてある推論の方向をつける働

きをすることによって推量的な意味が生まれた

と主張しているのである。しかもこのような意

味変化の方向性が(4)に述べられているように

普遍的であると考えているため、結果として

Sweetserは、（１０)のような力動的関係のメタ

ファー的概念拡張が普遍的に言語に起こると主

張していることになる。４

Warner（1993)によれば、この文は８世紀頃に記

録された聖書の出エジプト記の一節で、一般的

な義務のように書かれてはいるものの特定の状

況､すなわち、「もしあなた方ユダヤ人がエジプ

トを出て行かないのならば、我々エジプト人は

全員死ななければならない」という状況におい

ては、「死ななければならない｣という義務が、

「死ぬに違いない」という未来に関する推量を

導いていると考えられる。

このように､TraugottandDasher(2002)は､ｍｕｓｔ

の能力や許可を表す用法から義務用法へ、そし

てさらに推量を表す用法への拡張は、特定の文

脈において使用された時に、その語の意味より
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Sweetser（1990)の分析に関する大きな問題は、

この分析が前提とする義務的意味から推量的意

味への拡張が観察される言語がそれほど多くな

いという点にある。Narrog(2005)はBybeeetal

(1994:193-211)の通言語的なデータを分析した

結果、mustのように強い義務・必要の意味から

確実性の意味へとモダリテイの意味が変化して

いる例は３８言語中わずかに４言語にとどまり、

義務的な意味から推量的な意味への拡張を見せ

ている言語というカテゴリーでもわずか５言語

しかないということを示している。また、

TraugottandDasher(2002)も、日本語を含めて

SweetserO990)の主張する意味拡張の一般化が

あてはまらない言語が多くあることが示されて

いる。

次節では、日本語の法助動詞の通言語的な特

徴を概観し、英語との違いを考察していく。

を、え詠みえぬほども、心もとなし」（枕

草子）

現代語訳：人からもらった歌の返歌は、早

くしなければならないのに、うまく詠めな

い間も気がかりである。

c・意志・決意：「毎度ただ得失なく、この一

矢に定むくしと思へ」（徒然草）

現代語訳：（的に向かう）度ごとにただ当た

りはずれを考えずに、この一矢で絶対決着

をつけると思いなさい。

｡.強い勧誘・命令：「おのれをこの度都に参

らするところは思ふところ多し。本意の

ごとくよき死をすべし」（増鏡）

現代語訳：お前をこの度都へ上がらせるに

ついては、考えるところが多々あるのだ。

その志にたがわず立派な死に方をしてくれ。

３曰本語法助動詞の発達

日本語法助動詞が前節で見た英語法助動詞の

発達と大きく異なる点は、義務的意味から認識

的意味への拡張が見られない点にある。

Horie(1997)が指摘しているとおり、日本語は

文献的に遡れる最古の時代から法助動詞の義務

的意味と認識的意味とが併存しており、義務的

意味から認識的意味への拡張が起きたという証

拠は存在しない。「べし｣、「む｣、「まし」のよう

に義務的意味と認識的意味の両方を持つ形式で

も、英語の場合と異なりどちらの意味からどち

らの意味へと拡張したかということはわからな

い。Mustと対比する意味で「べき」の多義性を

具体的な例を見ながら検討する：５

e・可能：「その山、見るに、さらに登るべき

やうなし」

現代語訳：その山は、見ると、まったく登

ることができそうにない。

Ｍｕｓｔにも推量・義務・命令の意味を持つので、

「べし」もこれらの意味の間では同じような拡

張を仮定することも可能かもしれない｡しかし、

「べし｣にはさらに意志や可能などmustにはな

い意味を持つことから、同じような意味拡張を

仮定することには無理がある。また､北原(1987）

によればこれらの用法のどれかひとつの意味に

特定しにくい用例も少なくないという。さらに、

「べし」は、「宣し（うべし)」という本来、確

信をもった推量をあらわす語の「う」が脱落し

たという説が有力であることから、語源的には

認識的意味がもとになっていることが考えられ

る。

また、中古日本語においては、法助動詞の体

系としても認識的意味が中心的であるといえる。

それは、用例として上代語や中古語には認識的

(１１）ａ・推量：「万代に年は来経とも梅の花絶ゆ

ることなく咲き渡るべし」（万葉集）

現代語訳：永遠に年は経過していっても梅

の花は絶えることなく咲き続けていくにち

がいない。

b・義務・当然：「人の歌の返し、疾くすべき
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な用法が多いこと､そして推量の助動詞として、

「べし｣、「む｣、「らむ｣、「けむ｣、「まし｣、「め

り」、「なり」、否定推量の「まじ｣、「じ」などの

多様な形式が存在していたという点などがその

根拠として挙げられる（黒滝2005:128)。

中古日本語から現代日本語へと発達していく

中で、法助動詞に関しては二つの大きな変化が

起きた。ひとつには、中古日本語の法助動詞の

多くが消滅し、現存しているものもその用法が

狭まっていった。主に証拠に基づく推量を表し

`ていた「めり」や「なり」などは消滅し、「べき

だ」という形で残っている「べし」も、意味的

にはほとんど義務的意味だけを表すようになり、

統語的にも連体用法が文末用法に比べて優勢に

なっている（近藤2000:479)。さらに中世以降

になって迂言的な形式を持ち、法助動詞とほぼ

同じ働きをする表現が出現してきた。以下に、

このような表現の初出年代を「日本国語大辞典

第二版』に基づいて掲げる：

味の多義性が解消していった。以上のようなプ

ロセスは力動性のメタファー的拡張というよう

なメカニズムではそもそも説明の使用がないこ

とは明らかであろう。尾上（2001:459)は、日本

語と英語のこのような発達経路の違いの原因の

ひとつとして、法助動詞のもとになる語の違い

を挙げている：

(13)英語の法助動詞は例えば「力をもつ」とか

「意志する」というような意味の本動詞で

あったものが次第に文法化、主観化して許

容、推量などを表すモダリティ形式に変化

したものである。従ってそこにはルート用

法からエピステミック用法へという多義の

派生順序や論理をたどることができるが、

日本語のけ、ヨウ」などは動詞の活用語

尾の一部仙田孝雄氏の用語では複語尾）

であって、そこに事態を生ぜしめる「力」

の主観化というプロセスが認められない以

上、英語の法助動詞の場合のような仕方で

多義性の構造を説明することはできない。(12）「なければならない此1638年

「にちがいない」：１７３４年

「てもいい」：１８３３年

「かもしれない」：］６世紀末

つまり、英語の場合は事態を生じさせる「力」

を意味的に内包する動詞が出発点になっている

からこそ、義務的意味から認識的意味への拡張

が起こったのだと考えられる。日本語の場合に

は動詞の活用語尾の一部なので、それ自体にも

ともと「力」が意味的に内包されていたとは考

えにくいし、またそう考えたとしても上で述べ

た通り、日本語の事実には即していない。この

ことは、文法化現象がどのような語をもとにし

て始まっているかによってその変化の動機付け

が異なることを示唆しており、そのような点の

考慮なしに「義務的意味から認識的意味へ」と

いうような「唯一方向性」の仮説を立てること

自体が言語の本質とはかけ離れているというこ

とになる。

それでは、（11)の「べし」の例で見たような、

日本語の法助動詞の多義の構造はどのように考

えればいいのだろうか。これについて、尾上

このような表現が多く出てくることによって日

本語では義務的意味と認識的意味が－部を除い

てほぼ異なる形式で表されるようになった。英

語においても中世以降を中心にｈａｖｅｔｏなどの

迂言的法助動詞が登場したが、havetoが義務的

意味と認識的意味の両方を持っているのとは対

照的である。

以上見てきたように、日本語の法助動詞の発

達過程をたどってみても、英語に関して言われ

ているような、義務的意味から認識的意味への

拡張は観察できず、中古日本語ではむしろ認識

的意味が中心的であると考えられる。また発達

過程において中古日本語の法助動詞の多くが使

用されなくなり、それにかわる形式として迂言

的表現が発達することで義務的意味と認識的意
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(2001)は(13)に引用した部分に引き続いて､以下

のように述べている：

仁田(1991)や益岡(1991,2007)のようにモダリ

テイ研究の中で体系的・網羅的に法助動詞を

扱っているものは存在しないようである。従っ

て、韓国語の法助動詞の体系的な特徴付けに関

しては、日本語と韓国語の対照研究に主に依拠

している。

Horie(2003)は、韓国語の法助動詞が(i)義務的

意味の法助動詞と認識的意味の法助動詞はほと

んど別形式で表されること、そして(ii)多くの法

助動詞が迂言的な構造を持っているという点で

日本語の法助動詞と類似していることを指摘し

ている。Horie(2003)が挙げている韓国語の法助

動詞の例は以下の通りである。

(14)事態を述べる際のある一つの述べ方の形式

（叙法形式）であるところから、その“述

べ方スキーマ,,の様々な適用のあり方の幅

として（その述定形式が結果的に文にもた

らす）意味の広がりを説明することが必要

になる。

この考え方を、「べし」についてあてはめてみる

と、「べし」自体は「非現実事態」として命題内

容を提示するという極めて抽象的な叙法的意味

だけを有しており、それが具体的な命題内容と

結びついて「推量」や「義務｣、「可能」といっ

た意味が生じるということになる。このような

考え方は、モダリティを「主観`性」という意味

的な範囑でとらえるのではなく、あくまでも叙

法（西洋文法でいうところの「ムード｣）という

文法的範囑と考える立場と一致する。６

「べし」の多義性を生み出す詳しい仕組みお

よび動機付けなどについては今後の検討課題と

するが、日本語の法助動詞の意味拡張が、英語

など欧米の言語を元にして立てられた仕組みで

は到底説明できず、日本語特有の要因を考慮に

いれた仕組みを考えていく必要があることが明

らかになったであろう。

次節では、韓国語の法助動詞の体系が、現代

日本語の体系と共通点を持つことを示していく。

(15）

】【】､弓Ｉ

’hｒＪＴａＪＪｆ

】UBI】副【

ＤＺＯＶＩＱ／ＣＯ〃1口 ］巳ｒＪｎｌｈｈｌ【

Ｚ庇JrJl/'し

Horie(2003:208;－部改変）
４．韓国語の法助動詞

韓国語は１５世紀にハングル文字が発明され

る以前の歴史的資料が乏しく、法助動詞の発達

についても通時的な発達に関する詳しい研究は

管見の限り見あたらない。韓国人の言語学者と

何人か個人的に話した限りでは、そもそも日本

語における法助動詞の研究ほどには韓国語の法

助動詞の研究は共時的にも進んでいないようで

ある。韓国で発行されている学会誌や紀要論文

レベルでは法助動詞を扱ったものも見られるが、

日本語との類似性を特にはっきり示すものとし

ては、例えば､u､/､/Icimolutaのmolutaが「知

らない、わからない」を意味する動詞であり、

全体として日本語の「かも知れない」にほぼ対

応している。また、‐cianh-umyenantoytaは日

本語の「なければならない」にほぼ対応してい

るし、－tocohtaは「～てもいい」に対応してい

る。このようにほぼ逐語的に日本語と対応して

いる法助動詞に関しては、日本語からの翻訳借

認識的法助動詞

形式 意味
-""Ｊｚ/Ｍｃｊ腕oｍｍ possibility(weak）
‐""'z/ＭｋａＭｍｈｍ possibility(strong）
-""'T/Ｍｊ"ｓｈａｒａ possibility(strong）
-""Ｍｎ/Mes-j'ａ probability

義務的
Form Meani､９

-/swzJjUFs/ａ ability

-'０ｍ〕ﾉﾉα／ＣＯ/i/ａ
●●

permlsslon

ツα/ｊａｊＱ／'０Ｗａ obligation
-cノα"ﾙｰ〃

ｍＷａ

"!〕ノビ〃α〃 obligation

-/s''1ﾉ〃epsra，
、ｏ＋化７６

negationofability

-"qye〃α〃joy、 negationof permlsslon

negationofobligation

-koslip/z'ａ desire
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用の可能性が高いとされているが、そもそもそ

のような翻訳借用を可能にするだけの体系的な

類似性があったと考えられる。日本語と韓国語

でこのような共時的体系の類似が見られるのは、

通時的発達の面でも何らかの共通点があったと

推察される。日本語と韓国語のどのような要因

がこのような共通した特徴を生み出しているの

かを探っていくことは、法助動詞の意味的拡張

の普遍的法則性と個別的特性を明らかにする上

で重要なことだと考える。７

ここまでは、英語の法助動詞の発達経路と日

本語（および韓国語）の法助動詞の発達経路が

異なることを指摘した。しかし、これらの言語

の法助動詞の文法化に関して共通点も見いだせ

る。次節ではその共通点について考察する。

かる・TraugottandDasher(2002)はまさにこの主

観化を文法化における重要な意味変化として位

置づけており、同じ義務的用法でも最初は外的

な要因による強制の意味が先行し、その後で、

命令・指示といった内的な要因の強制の用例が

出てくるといった点にも主観化が現れていると

している。

それでは、日本語や韓国語のように英語とは

発達経路が異なる言語において主観化という現

象は起きているのだろうか。

日本語学における法助動詞の研究においては、

どのような文脈に生起できるかを比較すること

で相対的な主観性の違いを措定するという作業

が行われてきた｡例えば高山(2002)では、「べし」

と「む」の生起環境を比較し、前者が疑問文・

否定文・条件節・理由節などに使用できるのに

対し、「む」は否定文・条件節・理由節には使用

できないことを指摘しており、これは「む」の

ほうが「べし」よりも主観性が強いことの現れ

と考えられる。

もし、文法化に伴う意味変化として主観化が

存在するのであれば、より新しい法助動詞はよ

り古い法助動詞よりも主観化が進んでいないこ

とになる。「べし」の現代語にあたる「べき」は

生起環境の点では中古語の時代とそれほど変

わってはいないが、「なければならない」との意

味比較からその主観性が浮かびあがってくる。

「べきだ」と「なければならない」の意味の違

いに関する説明の仕方には、意味のどのような

側面に注目するかによっていくつかのパターン

が存在するが、本稿で注目したいのは丹羽

(199])の、以下のような説である：

５主観化

５１．曰英語の主観化の共通性

２節でSweetser（1990)の力動性のメタファー

的拡張による意味発達の説明を紹介した。力動

'性の考え方の基本は外界に生じている事象が、

その事象に参加している個体間の「力」の相互

作用によって支配されているというものである。

このような力の相互作用は本来、言語を使用す

る概念化者（典型的には文の話者）から見ると

外的な世界に属する。それに対して認識的意味

における「力」の相互作用は概念化者の内的な

世界に属するものになっている。このように言

語形式の解釈が概念化者の内的な世界に依拠す

るようになる変化を主観化（suhjectification)と

呼ぶことにする。主観化という用語は認知言語

学において、学者によって多少異なった意味で

用いられているが､本稿ではHopperandTraugott

(2003:86)の"ashifttoarelativelyabstractand

subiectiveconstrualoftheworldintermsof

language"という定義を採用する。このように主

観化をとらえると、SweetserO990)のような説

明にせよ、TraugottandDasher(2002)のような推

論による説明にせよ、義務的意味から認識的意

味への拡張には主観化が関わっていることがわ

(]6)a．「べき」は、話者の主観において当該事

態の実現を妥当なこととして要請すると

いう判断を表す。

ｂ「なければならない」は、当該事態の実

現が要請される状況にある、ということ

を表す。

丹羽(1991:54）



守屋哲治：法助動詞の発達の普遍性と個別性 ９

を捉えているものだということは言えるであろ

う。

もし、（16)の捉え方が正しいとすれば、「べき

だ」はより新しい「なければならない」よりも

主観性が強く、この点でより主観化が進んでい

ると考えることができる。英語と日本語の法助

動詞は、元になる語の種類が異なるため、意味

の拡張プロセスも異なってはいるが、両言語と

も、概念化者の外の世界の意味関係を概念化者

の中に投影していくという意味での主観化のプ

ロセスを辿っているという点は共通していると

言える｡次に、日本語と韓国語を比較した場合、

主観化の傾向はどこまで共通なのかを見ること

にする。

TraugottandDasher（2002)の主観化に関するよ

り詳しい特徴付けを見ると(16b)から(l6a)への

変化がまさに主観化のプロセスであることがわ

かる：

(17)Ｍ２/Ｃａ抗cα"o〃isthesemasiologicalprocess

whereby｛speakersorwriters｝cometoover

timetodevelopmeaningｓｆｂｒ｛lexemes｝that

encodeorextemalizetheirperspectivesand

attitudesasconstrainedbythecommunicative

worldofthespeechevent，ratherthanbythe

so-calledi1real-worldiIcharacteristicsofthe

eventorsituationreferredto・

TraugottandDasher(2002:３０）

５２曰韓語における主観化の対比

４節で指摘したとおり、日本語と韓国語の法

助動詞の問には、英語などには見られない共通

`性がある。しかし、５」節で見たような主観性に

関して日本語と韓国語でどのような共通点・相

違点があるのかという事に関する研究は管見の

限り行われていないようである。そこで筆者は

法助動詞を含んだ単文の例文判断を比較するこ

とによりこの点に関する予備的な調査を行うこ

とにした。まず、日本人の大学院生４名に以下

の文の適格性を半Ⅱ断してもらった｡（19)から(21）

までは命題内容の義務性があらかじめ決まって

いるため「なければならない」のほうが適切だ

と予想されるケースであり、(22)と(23)は話者の

個人的意見を提示しているため「べき」が適切

だと予想されるケースである：

この点からいくと丹羽（1991)の説は「べき」は

「なければならない」よりも主観的であるとい

うことになる。次に(16)の説の根拠を検討して

みる。

(18）ａ，私は会社に戻らなければなりません

／？戻るべきだ。

b・葉子じゃおまえと合わないんじゃな

い？花子と結婚するべきだと思うな／？

結婚しなければいけないと思うな。

(l8a)において「なければならない｣のほうが｢べ

きだ」よりも自然なのは、命題内容があらかじ

め決まっているからであり、（１８b)で「べきだ」

のほうが「なければいけない」よりも自然なの

は話者の個人的意見を提示する場面だからであ

る。つまり「当該事態の実現の要請」を話者が

決める場合は「べき｣、その状況の要因が決める

場合は「なければならない」が使われるという

相違がある。もちろん、このような￣般化では

説明しきれない例も多くあるし、他の説が提示

している例とどのように折り合いをつけていく

かという問題も残っている｡８しかし､(１６)は｢べ

きだ」と「なければならない」の違いの￣側面

(19）ａ､日本では車は左側を通るべきだ。

b・日本では車は左ｲﾛﾘを通らなければなら

ない。

a､今日私は学校に行くべきだ。(20）

b今日私は学校に行かなければならない。

(21）ａ・人間はいつか死ぬべきだ。
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ｂ人間はいつか死ななければならない。 ｂＲｍｇ旦旱剋剋ﾌ}二三(1蕗旦Ｐｉ？'且ゴー．

「人間はいつか死ななければならない」

(22）ａ．（自分の意見として）花子と結婚すべき

だね。

ｂ・（自分の意見として）花子と結婚しなけ

ればならないね。

(28)ａ・ｽﾄ４｡｜斗・}ﾌﾄ･ト萱召名ムムニ

忍司工豊ｑ－．

「自分の進むべき道は自分で決めたい」

b,ｽﾄtloll｣}｡}ﾌﾄｽ１蕗且Ｈ１牡ヨモョニ

ムムニ忍司工翌ゴー．

「自分の進まなければならない道は自分

で決めたい」

(23）ａ・自分の進むべき道は自分で決めたい。￣

ｂ・自分の進まなければならない道は自分で

決めたい。

日本人の被調査者の反応はいずれも予想通りと

なった。このことは「べき」と「なければなら

ない」の主観性に関する差がはっきりとしてい

ることを示していると考えられる。

次に(19)から(23)の日本語を韓国語に直訳し

てハングル表記にし、その適格性を、日本在住

の韓国人大学教員３名に判断してもらった。

以下にその例文を示す：

3人の母国語話者のうち－人は(24)から(28)の例

文はどれも適切でa.とｂの二つの例文間に容認

度の差は全くないということであった。この点

を－週間おいて改めて尋ねてみても判断は変わ

らなかった。またもう一人は(24)と(25)に関して

はどちらも適切だが､(26)から(28)については日

本語と同じ適切`性の差がでると判断した。また

三人目の母国語話者は(24)から(28)まで、じっく

りと意味を考えてみると日本語と同じような差

が出るが、ぱっと聞いただけではそれほど違い

には気づかないということであった。同じ例文

を韓国のソウル大学で、日本語の知識のほとん

どない大学教員たちにインフォーマルに判断を

仰いだところ、おおむね(24)と(25)はいずれも問

題がないと答え､(26)から(28)にかけては差を感

じる人と感じない人がいるという傾向があった

（助詞の選択など本稿の目的以外の部分での不

適切さを受けた部分もあったが、これは上記の

傾向の対象外である)。

このような点に関する事実調査は今後さら

に詳しく行う必要があるが、法助動詞の主観化

という点については、ここで問題にしているも

のに関する限りは、日本語のほうが韓国語より

も進んでいるということが言えそうである。こ

のような違いが、日本語と韓国語の法助動詞体

系全体を比べて見たときにどこまではっきりと

表れるのかが今後の課題となるが、少なくとも

同じような発達経路を辿ってきたと考えられる

日本語と韓国語において、主観化の度合いが異

(24）ａ・望昌｡1Ｎ芒斗芒卦菩昌萱司｡卜註４．

「日本では車は左側を通るべきだ」

b・望昌｡1Ｈそえトモ卦号晉ごヨス|曾旦恩

?lヨヰ．

「日本では車は左側をとおらなければ

ならない」

(25）ａ,旦豈Ｌトモ卦五.１１フト，ト蟄叶

「今日私は学校へ行くべきだ」

ｂ』豈斗芒卦五.11フに]蕗旦ｑｉ９ｌ且'二｝

「今日私は学校へ行かなければならな

い」

(26)ａ､司斗五斗召二劃｡岡．

「花子と結婚すべきだ」

b司斗三斗召逹司ヨ蕗旦Ｈ１？'王I．

「花子と結婚しなければならない」

(27）ａ２，名且〒剋剋ﾌ｝＝。]･卜赴４．

「人間はいつか死ぬべきだ」
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なる場合が存在するということは、文法化の辿

る道筋と主観化の度合いというのは決して連動

するのではなくある程度独立した要因であると

言えそうである。文法化というのが機械的に起

こるプロセスではなく、人間が日々言語を使用

していく中で形式と意味の相互関係を調節して

いく作業を通じて起こっている現象であること

を考えれば、このことはある意味当然なのでは

ないだろうか。

また、別の見方をすると、英語と日本語や韓

国語は、法助動詞の発達プロセスは異なるにも

関わらず、いずれの言語でも主観化のプロセス

自体は観察されることから、文法化において本

質的なのはこの主観化の部分ではないかとも考

えられる。この主観化のプロセスが言語の他の

部分とどのように相互作用してその現れ方が決

まってくるのかということを考えるのは、認知

的普遍`性と個別言語的多様性を考える上で重要

な視点だと思う。

採っており、例文の後の記号は、ＢＮＣ

における分類記号を示している。

Newmeyer(1998:290-291)は、(3)に挙げ

たような言語観を生成文法論者たちが

持っているというというのは誤りである

と主張している｡確かに生成文法の枠組み

での通時的研究は多くあるし､形式と意味

の完全な恋意性を前提としているという

のも生成文法のどのような部分を念頭に

おいて述べられているのかが不明である。

また、多義性の問題についてもBolinger

(1977)のような代表的研究は生成文法の

流れというよりは機能主義的な研究であ

り、むしろ認知言語学の立場を表している

と考えられる｡認知言語学のテキストなど

でよく引き合いに出される(3)の主張はあ

まり実質的な意味を持たないのではない

かと思う。

動機付けの問題に関する詳しい考察につ

いてはRaddenandPanther(2004)を参

照のこと。

力動性に関する、日本語による詳しい説

明については松本（2003)を参照のこと。

(11)の用例および現代語訳は北原(1987)に

依拠している。

モダリテイの概念に関する様々な解釈の

紹介およびそれらの批判的検討について

はNarrog(2005a)を参照のこと。

MoriyaandHorie(2007)ではIkegami(1991）

などが指摘するような文化によって事物

の認識のスキーマが異なることが影響し

ているのではないかという考えを提示し

ているが､そのような説の妥当性を調べる

にはより多くの個別言語､およびその言語

が使用されている文化における事態把握

のスキーマの調査が必要となってくる。

例えば、「今から行くべきところがある」

のように「なければならない」が用いられ

てよいところに「べき」が用いられるケー

スや、「帰るべき家がある」のように可能

２

３

６．まとめ

本稿では､まず英語において提唱されている、

法助動詞の意味変化の唯一方向性に関する議論

を紹介し、次にそのような方向性が日本語や韓

国語には当てはまらないことを示した。しかし

ながら、これらの言語においては、法助動詞の

意味の主観化が観察されることから、認知的な

基盤に基づく主観化と個別言語的な要因との相

互作用を探る重要性を例示した。

今回扱った事例は、法助動詞の中でも限られ

た－部のものであり、データに関してもパイ

ロットスタディ的なものに限られている。今後

は理論的考察をさらに深め、データもより広い

範囲のものを検討していきながらここで提示し

た考え方の妥当性を検証していきたいと思って

いる。

4．

5．

6．

7．

8．

注釈

1．英語の用例は特に断りのあるもの以外は

BritishNationalCorpus（以下ＢＮＣ）から
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に解釈できるケースなどを丹羽(1991)は

挙げている。
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